
裏面へ続く 

PTA 活動のご報告と 
令和6 年度への変更案について 

 PTA 家庭数配布  
令和6年3月発行 調布市立第二小学校 PTA執行部 

 

PTA 通信 No.4 
 

 

 
 

 PTA 活動のお礼 

いつも PTA の活動にご理解・ご協力いただきありがとうございます。今年度も残りわずかとなりまし

た。読み聞かせ有志の方々，各委員・係・当番を務めてくださった皆様に，深く感謝いたします。 

これからも，子どもたちの成長に貢献できるよう，引き続きご支援ご協力をお願い申し上げます。 

 

 

 調布市小学生ドッヂビー大会参加報告 

2/12(月・祝)，武蔵野の森総合スポーツプラザにて『調布市小学生ドッヂビー大会』が開催されまし

た。 

二小からは低学年 2 チーム（「二小ジェッツ」，「二小ミラクル」）,高学年 1 チーム（「二小キラリンスタ

ーズ」）が出場し，「二小ジェッツ」は第 6 位，「二小キラリンスターズ」は第 3 位，「二小ミラクル」は第

2 位の結果となりました。3 チームの皆さんで一生懸命練習してこのような結果を得ることができまし

た。 

大会参加に際し，開放イベントサポート委員，ドッヂビー係の皆様，また，当日応援に駆け付けられた

保護者の皆様におかれましては，練習会や大会当日のご支援，ご声援ありがとうございました。 

 

大会の様子は，調布市ホームページ

（https://www.city.chofu.lg.jp/040070/p026283.html） 

もしくは，右の QR コードよりアクセスしてご確認ください。 

 

 

 令和 5 年度 PTA 総会について ４月 19 日（金）に開催 

令和 5 年度 PTA 活動の総括として，令和 6 年 4 月 19 日（金）に総会を開催します。 

今年度も書面によって決議を行う書面総会とします。 

後日配布予定の「令和 5 年度 PTA 総会資料」をお読みいただき，「議決権行使書」に沿って期日までに 

ご投票をお願いいたします。 

 

 

 『PTA 規約』『わたしたちの PTA』次年度への改定案 

今年度の実行委員会にて可決された内容を反映した改定案は，以下の通りです。最終的には「令和５年

度ＰＴＡ総会」において審議予定のＰＴＡ規約・本則の改正案の可決をもって有効となります。 

書面総会のご回答にご協力をどうぞよろしくお願いします。 

 

 

 

https://www.city.chofu.lg.jp/040070/p026283.html


 

 

 
 

 
 

〜PTA に関してご質問，ご意見等がございましたら chofu.dainisho.pta@gmail.com までお寄せください〜 

ＰＴＡ規約　本則

《変更前》令和５年度

ＰＴＡ規約　細則

《変更前》令和５年度

第３章　専門部，校外部，臨時委員会及びサークル活動 変更なし

削除

第６章　役員　第11条
役員は，専門部の役員または会計監査委員，及び校外班長・校外副
班長を兼ねることはできない。

⇒及び校外班
長・校外副班
長を削除

第１６条　２
校外部会を招集し，校外班を取りまとめる。

⇒校外部会を
招集しを削除

《変更後》令和６年度

第11条
役員は，専門部の役員または会計監
査委員を兼ねることはできない。

第１６条　２
校外班を取りまとめる。

《変更後》令和６年度

第７条　校外部は，児童の家庭生活，社会生活ならびに児童相互の自
主的集団生活の補導をする。

各班より校外班長１名・副班長１～２名を選出し，任期は１ヶ年
とする。ただし，事情により途中交代を認める。

わたしたちのＰＴＡ

《変更前》令和５年度

第１章　二小ＰＴＡとは？　～ＰＴＡを知ろう～

１　執行部役員の概要，活動内容 変更なし

【校外】

校外班活動に関する事

✔校外部会の招集，司会進行（年１回以上） 削除

✔書類作成（名簿・活動予定表・部会の資料など）

３　校外班の概要，活動内容 変更なし

✔クリーン作戦（全員参加）

✔交通安全指導（各学期始め）

✔地域防犯パトロール（必要時）

削除

【班長・副班長】 全削除

　　班ごとに班長１名と副班長１～２名を選出します。

　全班共通の選出ルール

　①校外班班長・副班長は，新５年生から選出するが，

　　該当者がいない班はその限りではない。

　②校外班班長または副班長を，１回は引き受ける。

　　（児童ごとではなく，きょうだい合わせて家庭で１回以上）

　③校外班長・副班長は，ＰＴＡ執行部役員とは兼務

　　できない。（クラス委員とは兼務可能。）

　✔班員の把握，班活動の担当者決め

　✔班活動がスムーズに行われるよう，ＰＴＡ・地域自治体との連携

　✔校外での児童の安全を見守る活動全般をサポート

　　（こどもの家との交流あり）

【校外部会】 全削除

　会の召集・議事進行は執行部校外役員が担当し，

　各班の班長または副班長から１名以上が出席します。

　５月，９月，２月に開催します。（９月，２月は任意開催）

　　任期は，４月の新旧顔合わせ校外部会から翌年の
　　４月新旧顔合わせ校外部会までの１年です。

　　選出は各班のルールに従い，新執行部候補者決定
　　後～２月末までに班内で話し合いなどで決めます。

✔書類作成（活動予定表など）

《変更後》令和６年度

⇒名簿・部会
の資料を削除

どの校外活動を担当するかは、各班の班長・副班長が決めます。


